
特定工場等の振動規制基準 
 
 

昼間 
（午前８時～午前７時） 

夜間 
（午後７時～午前８時） 

第１種区域 ６５ ５５ 

第２種区域 ７０ ６５ 

（単位：デシベル） 
 

※）学校・保育所・病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特

別養護老人ホームの敷地の周囲の５０ｍの区域内における基準は、この表に定める値から５

デシベルを減じた値とする。 


